
下 水 道 法 に よ る 事 業 計 画

葛 城 市 流 域 関 連 公 共 下 水 道 事 業 計 画

変　更　協　議　申　出　書

令和5年

奈良県葛城市



地区番号
拡大面積

(ha) 備　　考

1 0.19 都市計画法第３４条１４号による開発（工場） 高田川第1処理分区（太田）

2 1.27 都市計画法第３４条１４号による開発（工場） 高田川第1処理分区（太田）

3 1.34 都市計画法第３４条１４号による開発（工場） 葛城川第4処理分区（新庄）

4 0.62 都市計画法第３４条１号による開発（認定こども園） 葛下川第1処理分区（當麻）

5 0.01 農家住宅の建築 区域外流入協議済み 葛城川第3－2処理分区（新町）

6 0.10 農家住宅の建築 区域外流入協議済み 高田川第1処理分区（太田）

7 0.06 都市計画法第３４条１４号による開発（作業用現場事務所） 区域外流入協議済み 葛城川第3－1処理分区（忍海）

8 0.05 農家住宅の建築 区域外流入協議済み 葛下川第1処理分区（當麻）

9 0.01 農家住宅の建築 区域外流入協議済み 葛下川第1処理分区（當麻）

10 0.03 農家住宅の建築 区域外流入協議済み 高田川第1処理分区（太田）

11 0.09 農家の分家住宅の建築 区域外流入協議済み 葛下川第1処理分区（當麻）

小　計 3.77 追加区域

合　計 3.77

１.下水道事業認可の拡大を必要とする地区

理　　由





 
（説明資料） 
 
 

処理分区界の変更 1 

高田川第 5 処理分区 と 葛城川第４処理分区 の処理分区界の変更 
変更前                       変更後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                            葛城川第４処理分区 1.41ha 増 
 理由） 
 工場排水の流域変更を行い、下水道事業の整備を実施するため。 



 城市上下水道事業管理者

標記について、下水道法第4条第2項の規定により、関係書類並びに図書を添え

　　て協議を申し出ます。

　　(様式：公共)

 　下　第　　号

令和　年　月　日

　　奈良県知事　荒井正吾　殿

 城市長　阿古　和彦

 城市流域関連公共下水道事業計画(変更)協議申出書について
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　　　1.　　　変　更　理　由　書

（１）現在、主要な管渠の整備も終わり認可区域のうち1,247ｈａ（市街化区域456ｈａと市街化調整区域791ｈａ）
　　も順調に面整備を進めている。
　　　この度の変更区域は、開発申請等により開発可能となった箇所の3.8haの拡大を予定している。



２. 葛城市流域関連公共下水道事業計画書

昭和57年12月10日（旧新庄町）

昭和57年 8月20日（旧當麻町）

令和　７年 ３月３１日

葛　城　市

工事着手の年月日

工事完成の予定年月日

　(表紙)

流域関連公共下水道管理者



（第１表） （1/2）
汚水

高田川
第3処理分区

（勝根処理分区）
25.3ha

ＮＯ．3 大和高田市野口 高田川幹線

高田川
第1-1処理分区
（尺土第5処理分

区）
1.3ha

ＮＯ．1-1 葛城市尺土 高田川幹線

高田川
第2処理分区

（尺土第1処理分
区）

7.6ha
ＮＯ．2 葛城市尺土 高田川幹線

高田川
第1処理分区

（太田処理分区）
188.4ha

ＮＯ．1 大和高田市市場 高田川幹線

高田川幹線

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書

予定処理区域の面積
大和川上流・宇陀川流域下水道

（第２処理区）
約1,251ヘクタール

予定処理区域内の地名

奈良県葛城市

　 区域は下水道計画一般図表
示のとおり

処理分区の名称
面 積 流域下水道との 流域下水道との 接続する流域

摘　　要
（単位）ヘクタール 接続箇所の番号 接続箇所の位置 下水道の幹線名



（第１表） （2/2）
汚水

小計
256.0ha

高田川幹線

高田川
第5処理分区

（東室処理区分）
26.3ha

ＮＯ．5 大和高田市 高田川幹線

高田川
第3-1処理分区

（勝根木戸処理分
区）

7.1ha
ＮＯ．3-1 大和高田市市場 高田川幹線

処理分区の名称
面 積 流域下水道との 流域下水道との 接続する流域

摘　　要
（単位）ヘクタール 接続箇所の番号 接続箇所の位置 下水道の幹線名

高田川幹線

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書

予定処理区域の面積
大和川上流・宇陀川流域下水道

（第２処理区）
約1,251ヘクタール

予定処理区域内の地名

奈良県葛城市

　 区域は下水道計画一般図表
示のとおり



（第１表） （1/1）
汚水

小計
258.8ha

太田川幹線

太田川
第1処理分区

（疋田処理分区）
217.6ha

ＮＯ．1 葛城市疋田 太田川幹線

太田川
第2処理分区

（尺土第4処理分
区）

35.8ha
ＮＯ．2 葛城市尺土 太田川幹線

太田川
第3処理分区

（尺土第3処理分
区）

4.2ha
ＮＯ．3 葛城市尺土 太田川幹線

太田川
第4処理分区

（尺土第2処理分
区）

1.2ha
ＮＯ．4 葛城市尺土 太田川幹線

処理分区の名称
面 積 流域下水道との 流域下水道との 接続する流域

摘　　要
（単位）ヘクタール 接続箇所の番号 接続箇所の位置 下水道の幹線名

太田川幹線

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書

予定処理区域の面積
大和川上流・宇陀川流域下水道

（第２処理区）
約1,251ヘクタール

予定処理区域内の地名

奈良県葛城市

　 区域は下水道計画一般図表
示のとおり



（第１表） （1/1）
汚水

小計
155.1ha

葛下川幹線

葛下川
第2処理分区

（加守処理分区）
14.5ha

ＮＯ．2 香芝市下田西4丁目 葛下川幹線

葛下川
第1処理分区

（當麻処理分区）
140.6ha

ＮＯ．1 葛城市今在家 葛下川幹線

処理分区の名称
面 積 流域下水道との 流域下水道との 接続する流域

摘　　要
（単位）ヘクタール 接続箇所の番号 接続箇所の位置 下水道の幹線名

葛下川幹線

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書

予定処理区域の面積
大和川上流・宇陀川流域下水道

（第２処理区）
約1,251ヘクタール

予定処理区域内の地名

奈良県葛城市

　 区域は下水道計画一般図表
示のとおり



（第１表） （1/2）
汚水

葛城川第3-2
処理分区

（新町処理分区）
66.5ha ＮＯ．3-2 葛城市新町 葛城川幹線

葛城川第3-1
処理分区

（忍海処理分区）
202.2ha ＮＯ．3-1 葛城市北花内 葛城川幹線

葛城川第2処理分
区

（薑第２処理分区）
53.8ha ＮＯ．2 葛城市薑 葛城川幹線

摘　　要
（単位）ヘクタール 接続箇所の番号 接続箇所の位置 下水道の幹線名

葛城川第4処理分
区

（新庄処理分区）
252.3ha NO.4 葛城市笛堂 葛城川幹線

予定処理区域の面積
大和川上流・宇陀川流域下水道

（第２処理区）
約1,251ヘクタール

予定処理区域内の地名

奈良県葛城市

　 区域は下水道計画一般図表
示のとおり

処理分区の名称
面 積 流域下水道との 流域下水道との 接続する流域

葛城川幹線

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書



（第１表） （2/2）
汚水

（合計） 1,251ha

※小数第１位四捨五入

小計 581.1ha 葛城川幹線

葛城川第1処理分
区

（薑第1処理分区）
6.3ha ＮＯ．1 御所市 葛城川幹線

処理分区の名称
面 積 流域下水道との 流域下水道との 接続する流域

摘　　要
（単位）ヘクタール 接続箇所の番号 接続箇所の位置 下水道の幹線名

葛城川幹線

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書

予定処理区域の面積
大和川上流・宇陀川流域下水道

（第２処理区）
約1,251ヘクタール

予定処理区域内の地名

奈良県葛城市

　 区域は下水道計画一般図表
示のとおり



（第３表）

-

-

-

-

-

-

-

※當麻４号汚水幹線の点検は圧送管吐口部

葛下川第２処理分区

4箇所

-

方法：
マンホール内目視調査と管口テ
レビ若しくはテレビカメラを用いる
方法
頻度：
５年に１回

當麻４号汚水幹線

-

-

方法：
マンホール内目視調査と管口テ
レビ若しくはテレビカメラを用いる
方法
頻度：
５年に１回

太田汚水幹線

-

-

○ ２００～３００ 1,920

○ ２００

○ ２５０～９００ 2,560

○ ２００～２５０

○ ２００　～３５０

550

尺土汚水幹線

-

-

-1,500

2箇所

-

-

1,140

-

-

1890

530

1,590

-

太田川第2処理分区

-

葛下川第１処理分区

高田川第３処理分区

高田川第３-1処理分区

太田川第4処理分区 -

-

○ ２００～４００

○ ２００

-

當麻汚水幹線

-

○ 100（圧送管）～２００

-

管　　渠　　調　　書（汚水）

処理分区の名称
主要な管渠の内のり寸法 延　　　　長

摘　　　　要
（単位ミリメートル）

点検箇
所の数（単位メートル）

○ ２５０ 150

高田川第1処理分区

高田川第2処理分区

太田川第3処理分区

高田川第1-1処理分区

-

- -

加守汚水幹線

太田1号汚水幹線

竹内汚水幹線

竹内1号汚水幹線

當麻３号汚水幹線

-

-



（第３表）

-

-

-

２２箇所

弁之庄汚水幹線

中戸汚水幹線

新庄汚水幹線

※新村汚水幹線は腐食Ａ、Ｂが確認されている区間。

○ ２００～４００ 2,700

○ ２００～２５０ 1,350

○ ２００～４００ 3,600

 ○ ２００～４００ 3,530

○ ２００～３００ 1,210

○ ２００～６００ 3,880

- -

太田第１処理分区

１６箇所

方法：
マンホール内目視調査と管口テ
レビ若しくはテレビカメラを用いる
方法
頻度：
５年に１回

新村汚水幹線

-○ ２５０～４００

-

-

340

○ ２００～３５０ 1,210

処理分区の名称
主要な管渠の内のり寸法 延　　　　長

葛城川第３-１処理分区

葛城川第３-２処理分区

-

点検箇
所の数（単位ミリメートル） （単位メートル）

摘　　　　要

管　　渠　　調　　書（汚水）

-

葛城川第４処理分区

○ ３５０ 350

計 30,000

葛城川第２処理分区 忍海汚水幹線

-高田川第５処理分区

-

-

-

葛城汚水幹線

林堂汚水幹線

脇田汚水幹線

新庄・當麻汚水幹線

葛城川第１処理分区 - -



３. 新 旧 対 照 表



２. 葛城市流域関連公共下水道事業計画書

昭和57年12月10日（旧新庄町）

昭和57年 8月20日（旧當麻町）

　(表紙)

流域関連公共下水道管理者

葛　城　市

工事着手の年月日

工事完成の予定年月日

令和　７年 ３月３１日



（第１表） （1/2）
汚水

高田川
第2処理分区

（尺土第1処理分
区）

7.6ha
7.6ha

ＮＯ．2 葛城市尺土

高田川
第1-1処理分区
（尺土第5処理分

区）

1.3ha
1.3ha

ＮＯ．1-1 葛城市尺土 高田川幹線

高田川
第3処理分区

（勝根処理分区）

25.3ha
25.3ha

ＮＯ．3 大和高田市野口 高田川幹線

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書

奈良県葛城市

高田川
第1処理分区

（太田処理分区）

186.8ha
188.4ha

　 区域は下水道計画一般図表
示のとおり

処理分区の名称 摘　　要

予定処理区域の面積
大和川上流・宇陀川流域下水道

（第２処理区）
予定処理区域内の地名

接続箇所の位置

1,247
約1,251ヘクタール

接続する流域

（単位）ヘクタール 接続箇所の番号 下水道の幹線名

面 積 流域下水道との 流域下水道との

ＮＯ．1 高田川幹線大和高田市市場

高田川幹線

高田川幹線



（第１表） （2/2）
汚水

高田川
第5処理分区

（東室処理区分）

26.3ha
26.3ha

ＮＯ．5 大和高田市 高田川幹線

高田川
第3-1処理分区

（勝根木戸処理分
区）

7.1ha
7.1ha

ＮＯ．3-1 大和高田市市場 高田川幹線

小計
254.4ha
256.0ha

高田川幹線

予定処理区域の面積
大和川上流・宇陀川流域下水道

（第２処理区）

1,247
約1,251ヘクタール

予定処理区域内の地名

接続する流域
摘　　要

（単位）ヘクタール 接続箇所の番号 接続箇所の位置 下水道の幹線名
処理分区の名称

面 積 流域下水道との 流域下水道との

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書

奈良県葛城市

　 区域は下水道計画一般図表
示のとおり

高田川幹線



（第１表） （1/1）
汚水

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書

摘　　要

予定処理区域の面積
大和川上流・宇陀川流域下水道

（第２処理区）

1,247
約1,251ヘクタール

予定処理区域内の地名

奈良県葛城市

　 区域は下水道計画一般図表
示のとおり

太田川
第3処理分区

（尺土第3処理分
区）

4.2ha
4.2ha

ＮＯ．3 葛城市尺土

（単位）ヘクタール 接続箇所の番号 接続箇所の位置 下水道の幹線名
処理分区の名称

面 積 流域下水道との 流域下水道との

太田川
第4処理分区

（尺土第2処理分
区）

1.2ha
1.2ha

ＮＯ．4 葛城市尺土

接続する流域

太田川幹線

太田川
第1処理分区

（疋田処理分区）

217.6ha
217.6ha

太田川
第2処理分区

（尺土第4処理分
区）

35.8ha
35.8ha

ＮＯ．2 葛城市尺土

葛城市疋田ＮＯ．1

小計
258.8ha
258.8ha

太田川幹線

太田川幹線

太田川幹線

太田川幹線

太田川幹線



（第１表） （1/1）
汚水

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書

予定処理区域の面積
大和川上流・宇陀川流域下水道

（第２処理区）

1,247
約1,251ヘクタール

予定処理区域内の地名

葛下川幹線

奈良県葛城市

　 区域は下水道計画一般図表
示のとおり

葛下川
第1処理分区

（當麻処理分区）

139.8ha
140.6ha

ＮＯ．1 葛城市今在家

接続する流域
摘　　要

（単位）ヘクタール 接続箇所の番号 接続箇所の位置 下水道の幹線名
処理分区の名称

面 積 流域下水道との 流域下水道との

葛下川幹線

葛下川幹線
葛下川

第2処理分区
（加守処理分区）

14.5ha
14.5ha

ＮＯ．2 香芝市下田西4丁目

小計
154.3ha
155.1ha

葛下川幹線



（第１表） （1/2）
汚水

処理分区の名称
面 積 流域下水道との 流域下水道との 接続する流域

摘　　要
（単位）ヘクタール 接続箇所の番号

予定処理区域の面積
大和川上流・宇陀川流域下水道

（第２処理区）

接続箇所の位置 下水道の幹線名

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書

1,247
約1,251ヘクタール

予定処理区域内の地名

奈良県葛城市

　 区域は下水道計画一般図表
示のとおり

葛城川幹線

葛城川第2処理分
区

（薑第２処理分区）

53.8ha
53.8ha ＮＯ．2 葛城市薑 葛城川幹線

葛城川第4処理分
区

（新庄処理分区）

251.0ha
252.3ha NO.4 葛城市笛堂 葛城川幹線

葛城川第3-1
処理分区

（忍海処理分区）

202.1ha
202.2ha ＮＯ．3-1 葛城市北花内 葛城川幹線

葛城川第3-2
処理分区

（新町処理分区）

66.5ha
66.5ha ＮＯ．3-2 葛城市新町 葛城川幹線



（第１表） （2/2）
汚水

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書

予定処理区域の面積
大和川上流・宇陀川流域下水道

（第２処理区）

1,247
約1,251ヘクタール

予定処理区域内の地名

接続する流域

奈良県葛城市

　 区域は下水道計画一般図表
示のとおり

処理分区の名称
面 積 流域下水道との 流域下水道との

（単位）ヘクタール 接続箇所の番号 接続箇所の位置 下水道の幹線名

小計
579.7ha
581.1ha

葛城川幹線
葛城川第1処理分

区
（薑第1処理分区）

6.3ha
6.3ha ＮＯ．1 御所市

（合計）
1,247ha
1,251ha

葛城川幹線

葛城川幹線

摘　　要

※小数第１位四捨五入



（第３表）

-

4箇所

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

※上記は既設管にて延長は下水道台帳延長より算出
※當麻４号汚水幹線の点検は圧送管吐口部

方法：
マンホール内目視調査と管口テ
レビ若しくはテレビカメラを用い
る方法
頻度：
５年に１回
當麻４号汚水幹線
方法：
マンホール内目視調査と管口テ
レビ若しくはテレビカメラを用い
る方法
頻度：
５年に１回
當麻４号汚水幹線

150

1890

530

150

４箇所
　

２箇所

高田川第３処理分区 - - -

高田川第３-1処理分区 - - -

葛下川第１処理分区

葛下川第２処理分区

○ ２００～４００
1,890

加守汚水幹線

當麻３号汚水幹線

當麻汚水幹線

○ ２００
530

1,590

1,590

○ 100（圧送管）～２００

○ ２５０

1,140

                     -
太田汚水幹線
方法：
マンホール内目視調査と管口テ
レビ若しくはテレビカメラを用い
る方法
頻度：
５年に１回
太田汚水幹線

太田1号汚水幹線

竹内汚水幹線

竹内1号汚水幹線

-

太田川第2処理分区

太田川第4処理分区 - - -

太田川第3処理分区 - - -

○ ２００　～３５０
1,500

1,500

高田川第1-1処理分区 - -

尺土汚水幹線

管　　渠　　調　　書（汚水）

処理分区の名称
主要な管渠の内のり寸法 延　　　　長

点検箇
所の数

摘　　　　要
（単位ミリメートル） （単位メートル）

高田川第2処理分区 - - -

高田川第1処理分区

○ ２００～３００

1,920

2,560

1,140

1,920

550
○ ２００

○ ２５０～９００

550

○ ２００～２５０

2,560



（第３表）

-

-

１９箇所

２２箇所

葛城川第３-２処理分区 ○ ２００～３５０

1,210

葛城川第４処理分区

1,350

1,350

3,600

2,700

15箇所

16箇所

○ ２００～４００ -
2,700

3,880

3,880

1,210

葛城川第３-１処理分区

3,600

○ ２００～６００ -

○ ２００～２５０ -

○ ２００～４００ -

※新村汚水幹線は腐食Ａ、Ｂが確認されている区間。

葛城川第１処理分区 - - -

30,000
計

葛城川第２処理分区 ○ ２５０～４００ - 忍海汚水幹線

高田川第５処理分区 - -

30,000

340

340

-

太田第１処理分区

 ○ ２００～４００ - 弁之庄汚水幹線

○ ２００～３００ - 中戸汚水幹線

管　　渠　　調　　書（汚水）

処理分区の名称
主要な管渠の内のり寸法 延　　　　長

点検箇
所の数

摘　　　　要
（単位ミリメートル） （単位メートル）

新庄・當麻汚水幹線-

3,530

3,530

1,210

1,210

○ ３５０
350

350

方法：
マンホール内目視調査と管口テ
レビ若しくはテレビカメラを用い
る方法
頻度：
５年に１回
新村汚水幹線
方法：
マンホール内目視調査と管口テ
レビ若しくはテレビカメラを用い
る方法
頻度：
５年に１回
新村汚水幹線

新庄汚水幹線

葛城汚水幹線

林堂汚水幹線

脇田汚水幹線



４. そ の 他 の 書 類



指標等 現在
(令和3年度末)

中期目標
(令和6年度末)

長期目標

汚水処理 98.9% 99.9% 99.9%

耐震化

（維持管理）

(様式１)施設の設置に関する方針

整備準備
主要な施策

(事業計画に基
づき今後実施
する予定の事
業に関するも
のを記載)

事業の重要化･
重点化･効率化

の方針

中期目標を
達成するた
めの主要な

事業

備　考

下水道処理
人口普及率

下水道未整備区域
の整備を行う。 葛城市公共下水

道管渠整備事業 特になし

下水道施設ストッ
クマネジメント計
画を作成するため
に下水道施設の調
査・診断を行い、
劣化状況の判定を
行う。

下水道施設ス
トックマネジメ
ント計画に伴う
調査診断および
調査計画策定業
務

（様式２）施
設の機能の維
持に関する方

針を参照

葛城市における
市街地の良好な
水環境の形成
（第３次）



(様式２)施設の機能の維持に関する方針

　　　ａ) 主要な施設に係る主な措置

ⅰ) 劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画

主要な施設 点検・調査の頻度

施設の重要度等に応じて、概ね５年～２０年に一度、管口の点検を実施。点検の結果、

異常の可能性がある箇所についてテレビカメラ等による調査を実施。

　腐食環境にある幹線については、５年に一度、管口の点検を実施し、

異常個所がある場合はテレビカメラ調査を実施する。

　その他の幹線とその他重要な管路については、５～１０年に一度、管口の点検を実施し、

異常個所がある場合は、テレビカメラ等による調査を実施する

　一般管路については、10～20年に一度、管口の点検を実施、異常個所がある場合は、

テレビカメラ等による調査を実施する。

　汚水マンホールポンプ21ヶ所は年１回の目視点検を実施する。

該当なし

該当なし

該当なし

ⅱ) 診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準

主要な施設 修繕・改築の判断基準

該当なし

該当なし

該当なし

汚水・雨水ポンプ
(ポンプ本体)

水処理施設
(送風機本体)

汚泥処理施設
(汚泥脱水機)

管渠施設
幹線とその他重要な管路は、緊急度ⅠとⅡのものを修繕・改築の対象とする。
また一般管路は緊急度Ⅰのものを修繕・改築の対象とする。

汚水・雨水ポンプ
(ポンプ本体)

水処理施設
(送風機本体)

汚泥処理施設
(汚泥脱水機)

管渠施設



　　　ｂ) 施設の長期的な改築の需要見通し

　管路調査等を実施し幹線については緊急度ⅠとⅡ

を改築、一般管路については緊急度Ⅰを改築する。

・市町村毎に複数の処理区や単独処理区がある場合、市町村で１つのものを作成し、各事業計画に同じものを添付する

　こと。

・事業の実施状況に応じて可能な範囲で記載するとともに、事業計画の変更等の機会を通じて段階的に内容の充実を図ら

　られたい。

・点検・調査、改築等に関する計画、方針等を独自に定めている場合は、適宜これらの内容を反映されたい。

・記載にあたっては、平成２７年１１月１９日付事務連絡「下水道法に基づく事業計画の運用にあたっての留意事項に

　ついて」を参照すること。

改築の需要見通し
(年当たりの概ねの事業規模の試算)

試算年次 試算の前提条件

年当たりの概ね1.2億円 概ね５０年後



５. 添付書類(事業計画説明書)



（様式３） 財政計画書
（単位；千円）

過年度計 34,123,583 34,123,583 33,388,311 6,150,708 73,662,602

4年度 177,139 177,139 789,878 298,062 1,265,079

5年度 167,139 167,139 736,670 298,062 1,201,871

6年度 167,139 167,139 707,212 298,062 1,172,413

合計 34,635,000 0 0 34,635,000 0 35,622,071 7,044,894 0 77,301,965

記載要領

1.流域関連下水道は、「建設改良費」に欄に建設負担金、「維持管理費」の欄に管理運営負担金を含む。

2.「起債元利償還費」の欄には、企業債取扱諸費を含む。

（単位；千円）

過年度計 11,689,000 20,939,646 3,264,303 35,892,949 9,182,637 26,926,248 2,094,198 38,203,083 74,096,032

4年度 18,000 103,600 196,138 317,738 394,142 247,984 305,214 947,340 1,265,078

5年度 42,295 76,634 144,090 263,019 397,666 237,125 304,060 938,851 1,201,870

6年度 41,650 77,580 126,452 245,682 401,290 226,781 303,984 932,055 1,177,737

合計 11,790,945 21,197,460 466,680 0 0 36,719,388 10,375,735 27,638,138 3,007,456 41,021,329 77,740,717

接続率：92％（2年度：初年度）→98％（6年度：最終年度）

有収率：不明

記載要領

1.「建設改良費」の「その他」の欄には、工事費負担金、都道府県補助金等を記載する。

2.「維持管理費及び起債元利償還費」の「その他」の欄には、都道府県補助金、積立金取り崩し額等を記載する。

3.下水道使用料については、最近の有収水量の動向、国立社会保障・人口問題研究所等による人口・世帯数の見通し、

　　企業立地の見通し等を踏まえた上で算出すること。

4.「下水道使用料※関連事項」の講じる対策の記載にあたっては、「下水道経営改善ガイドライン（平成２６年６月、国土

　　交通省・（公社）日本下水道協会）」等も必要に応じ参照すること。

5..「下水道使用料※関連事項」の「その他の講じる対策」の欄には、例えば、下水道使用料の見直し検討や徴収対策の

　　取組について記載する。

事業計画に記載された事項の実効性を財政面で担保する観点から健全な経営が確保されるよう、経費及び財源の各項目について、適切な算定
を行われたい。

年次

イ）経費の部

建設改良費
起債元利
償還費

維持
管理費

その他 合計

建設改良費 維持管理費及び起債元利償還費

管渠 ポンプ場
うち

用地費

ロ）財源の部

処理場 計

計
下水道
使用料

※

他会計
繰入金

その他 計起債

下水道使用料
※関連事項

講じる対策：未接続促進訪問等

講じる対策：穴あきマンホールの穴埋め、本管・取付管・公共桝の浸入水調査、排水設備の誤接続点検、住民
への広報等の不明水対策と井戸水の不正排水の点検

その他の講じる対策：下水道使用料の見直し検討

年次
受益者
負担金

その他
他会計
繰入金

合計
国費
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第１章 概要 

 

１－１ 葛城市における下水道の必要性 

 

葛城市においては、健全な都市環境の整備、並びに公共水域の水質保全の為に、大和川上流・

宇陀川流域下水道計画に整合した公共下水道計画が必要と考え、鋭意その建設を進めていると

ころである。 
 
 
１－２ 計画見直しの目的 

 

計画見直しの目的は以下の理由である。  
 
市街化調整区域において、住環境の保全を図るとともに良好な住宅等の建築が行われ、下水

道整備を望む声が強く事業計画区域の追加を行うため見直しを行う。 
 

 

１－３ 全体計画の概要 

 

全体計画区域は、約 1,919ha であり、そのうち市街化区域は約 457ha、市街化調整区域は約

1,462ha である。 

 

 

１―４ 事業計画の概要 

 

前記１―３のうち現在、主要な管渠の整備も終わり認可区域の 1,247ha（市街化区域 456ha

と市街化調整区域 791ha）も順調に面整備を進めている。 

この度の変更区域は、開発申請等により開発可能となった箇所の 3.8ha の拡大を予定してい

る。 
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１－５ 計画策定の経緯 

本市は、平成 16 年 10 月 1 日に旧新庄町と旧當麻町が合併し葛城市となり現在に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      平成２２年  ３月２５日            都市計画法事業認可（変更）     奈良県指令下水道 ３４３号 

         平成２２年 ３月２５日            下水道法事業認可（変更）      奈良県指令下水道 ３４２号 

         平成３０年 ２月２７日            都市計画法事業認可（変更）     奈良県指令下水道 ２３８号 

平成３０年 ２月２７日            下水道法事業認可（変更）      奈良県指令下水道 ２３７号 

令和 ２年 ７月２１日            下水道法事業認可（変更）      奈良県指令下水第  ６６号 
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１－６ 上位計画の概要 

 

葛城市流域関連公共下水道事業は、大和川上流・宇陀川流域下水道計画を上位計画とし、大

和川上流・宇陀川流域下水道（第２処理区）を流末としている。 
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第２章 予定処理区域およびその周辺の地域、地形、土地の用途 

 

２－１ 葛城市の沿革 

 

古代この地は、葛木の県（あがた）の中心地と推測され、忍海の地名で紀記に止めている。

そのため現在でも多くの埋蔵文化が点在している。街道としては二上山南鞍郡から當麻町を経

て吉野下市に至る竹内街道があり、この街道の竹内からは、中世に至り初瀬から伊勢に至る伊

勢街道が分岐した。 

大坂堺から吉野大峯山を結ぶ下市街道が賑やかさを加え、大字新庄はこの中継点として、旅

館が軒を並べていた。また、その他に竹内、下市街道の三才池付近から高野山に通じる高野街

道もあった。 

これらの旧街道は、大字新庄付近の集落の軸となり、葛城市の旧市街地を形成している。明

治を迎え大坂府、堺県、奈良県と変遷、平成 16 年に新庄町と當麻町が合併し現在に至っている。 

 

 
２－２ 位置及び地形 

 

本市は、奈良県の南西部に位置し、東は大和高田市に接し、北は香芝市に、南は御所市に、

西は大阪府河南町にそれぞれが接している。 

本市の西に連なる金剛山地の尾根は、大阪府との分水界で大阪府側は緩傾斜であるが、本市

側は傾斜が急な所が多い。 

地質は、山麓部においては花崗片磨岩からなり風化が甚だしく、豪雨のときは白い山肌を呈

し、堰堤建設に巨費が投じられており、現在砂防区域に指定されている。 

平坦部においては、沖積層からなり条理の名残を留めた整然と区画された水田が大部分をし

めている。 

 

 

２－３ 土地の利用状況 

 

本市の土地利用は、自然的土地利用が約 2,364a（全市の 70％）を占め、都市的土地利用が約

998ha（30％）を占めている。自然的土地利用のうち約 1,326ha は山林となっている。また、農

地も約 840ha あり都市的土地利用のうち宅地は約 450ha を占め、その他は工場、商用地となっ

ている。 

※各面積数値は平成 26年度都市計画基礎調査による 
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２－４ 下水の排除方式およびその決定理由 

 

大和川上流・宇陀川流域下水道計画に整合した下水排除計画を策定することにより、分流式

下水道を採用する。 

 

 

２－５ 予定処理区およびその算出根拠 

 

大和川上流・宇陀川流域下水道計画に則る流域下水道管（接続点）の計画に準拠し、地形上

の条件等を考慮し、出来る限り自然流下できる処理分区を設定する。 

 

 

２－６ 管渠の位置の決定理由 

 

管渠施設の位置の決定にあたっては、自然流下を基本として既設道路を使用し、ＪＲ和歌山

線、近鉄御所線、及び河川等の横断箇所数を最小限に押え、埋設物等を考慮して管渠の位置の

決定を行った。 
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第３章 計画下水量およびその算出根拠 

３－１ 計画人口 

  ３－１－１ 人口および人口密度ならびにこれらの推定根拠 

人口について、当市においても高齢化が進み将来的に人口の減少が考えられる。 

また人口密度は、市街化区域（規制区域）と市街化区域に隣接する市街化調整区域につい

て大きな差異がなく、市民が市街化調整区域から市街化区域（規制区域）への大規模な引越

し等による市街化調整区域と市街化区域の将来の人口密度変化も考えにくい状況であり、新

規大規模開発計画も現在のところ計画がない。 

以上のことから下記のように推定している。 

１）令和 4年 4月 1日時点の住基人口は、37,651 人である。 

令和 7 年 4 月 1 日時点の人口推定値は、過去 12 年（2011 年～2022 年）の人口推移およ

び市の推定人口（2025 年～2060 年）から近似曲線による推定を行い算定した。 

以上の結果から、令和 7年 4月 1日時点で 37,135 人（想定の住民基本台帳人口）と仮定

した。 （住基人口＝下水道全体計画人口＝今回事業認可人口としている） 

    
西暦 年次 人口（人） 近似式による人口推定値（人） 

2011 平成 23 年 4月 1 日 35,043  

2012 平成 24 年 4月 1 日 35,839  

2013 平成 25 年 4月 1 日 36,115  

2014 平成 26 年 4月 1 日 36,485  

2015 平成 27 年 4月 1 日 36,979  

2016 平成 28 年 4月 1 日 37,091  

2017 平成 29 年 4月 1 日 37,235  

2018 平成 30 年 4月 1 日 37,333  

2019 平成 31 年 4月 1 日 37,342  

2020 令和   2 年 4月 1 日 37,412  

2021 令和  3 年 4 月 1日 37,631  

2022 令和  4 年 4 月 1日 37,651  

2025 令和   7 年 4月 1 日  37,135 

2030 令和 12 年 4月 1 日  37,370 

2035 令和 17 年 4月 1 日  37,493 

2040 令和 22 年 4月 1 日  37,494 

2045 令和  27 年 4月 1 日  37,412 

2050 令和 32 年 4月 1 日  37,325 

2055 令和 37 年 4月 1 日  37,205 

2060 令和 42 年 4月 1 日  37,044 
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２）令和 6年度末時点で集中浄化槽 20 人として考えているので、公共下水道としての水洗化

人口は 37,115 人と想定している。 

 

３）人口密度については、処理分区毎の現状の人口密度のばらつきが大きい事と、国内の人

口減少傾向から大幅な人口増が見込めないため、市街化区域（規制区域）等の特定区域に

おける（計画）人口密度の数値決定はしない事とする。 
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３－２ 家庭汚水量原単位 

 

  ３－２－１ １人 1日当りの汚水量およびその推定根拠 

平成 29 年 3 月付けの「大和川上流、宇陀川流域下水道（第２処理区）全体計画策定のた

めの検討委託 葛城市の計画人口、計画汚水量原単位、計画汚水量」奈良県県土マネジメン

ト部下水道課（表 4、表 6）に基づいて算出した流量により策定している。 

    なお本市の場合、平成 29 年～令和 6年は同一原単位数値である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-2 
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３－３ 計画汚水量 

 

  ３－３－１ 家庭下水、工場排水、地下水等の量およびこれらの推定の根拠 

平成 29 年 3 月付けの「大和川上流、宇陀川流域下水道施設策定業務汚水量算定資料」奈

良県下水道課に基づいて算出した流量により策定している。（表 3-1）（表 3-2）参照 

  

   ・家庭系汚水量の原単位は、生活２３５L/日平均・人、営業５５L/日平均・人の計２９０L/ 

日平均・人とした。（表 3-1）参照 

※ 日最大汚水量＝日平均汚水量÷０．８０＋地下水量（日最大汚水量×０．１５） 

 （表 3-2）参照 

※ 時間最大汚水量＝地下水量を除く日最大汚水量×１．５＋地下水量 

     （表 3-1）参照 

   ・工場排水量の原単位は、実態調査（各工場の上水道および下水道使用量）により決定して 

いる。 

 既存工場については各処理分区別に集計した特定の工場の調査値（次頁資料参照＝黄色着

色の工場）としている。 

    また、工場排水の日平均：日最大：時間最大＝１：１：２である。 

（表 3-2）参照 

・地下水量 

家庭系の地下水量は、日最大汚水量の１５％（大和川水系）を見込んでいる。 

     （表 3-1）参照 

 

 

    工場排水量は、平成 29 年 3 月付けの「大和川上流、宇陀川流域下水道施設策定業務汚水

量算定資料」により下表の流量としている。 
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  ３－３－２ 処理分区別計画汚水量 

 

処理分区別計画汚水量は次頁の表に示す。 
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5-15



 

３－４ 主要な管渠の流量計算 

 

別冊流量計算書参照 
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第３章 流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質ならびにその推定根拠 

 

４－１ 計画流入予定水質および汚濁負荷量 

  ４－１－１ 一般家庭下水の予定水質、汚濁負荷量、その他推定根拠 

「大和川上流、宇陀川流域下水道 計画汚濁負荷量資料」奈良県下水道課に基づいて算出

した予定水質、汚濁負荷量により策定している。 

なお家庭系の令和 6年度の予定水質、汚濁負荷量は、人口当たりで下記の原単位を用い算

出する。 

    ●家庭系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

表 4-1 「大和川上流流域下水道 計画汚濁負荷量資料」ｐ.3-72 
 

    ●工場系 

工場系の令和 6 年度の予定水質、汚濁負荷量は、水量当たりで下記の原単位を用い算出

する。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-2 「大和川上流、宇陀川流域流域下水道 計画汚濁負荷量資料」ｐ3-77. 
 

    次に処理分区別の平成 29 年度の予定水質、汚濁負荷量を次頁に示す。 
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  ４－１－２ 工場排水の予定水質および汚濁負荷、その推定の根拠ならびに工場排水と一般家

庭下水との合併処理に関する検討 

 

家庭汚水と工場排水を合併処理する場合、工場排水の下水処理に及ぼす影響として
考慮しなければならないこととして、次のことがあげられる。 

       １．微生物に対する栄養素が少なくなる。 
       ２．混合下水の温度が増加する。 
       ３．混合下水のＰＨ値が非常に高くなるか低くなる。 
       ４．毒性物質が混入する。 
       ５．高濃度排水及び負荷量の変動により処理施設に対してオーバー

ロード・ショックロードが起こる。 
 
       合併処理の利点としては次のことがあげられる。 
       １．一般に工場排水の処理が容易になる。 
       ２．大局的にみて各々の工場で処理施設を設けるのに比べて経済的

である。 
       ３．施設の管理体系が一本化され、管理が容易になる。 
       ４．流域の水質管理体系が集約され、水質環境保全上有利になる。 

 

 

  ４－１－３ 処理分区別汚濁負荷量および予定水質 

 

次頁表参照 
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４－２ 除害施設の設置基準およびその決定理由 

 
公共下水道の除害施設の設置基準については、下水道法第１２条の１０及び同法施行令第９

条による水質基準をこえる場合には、その対象となる工場など汚濁源に除害施設を設置するこ

ととする。 

 

 

４－３ 処理の対象外とする工場および対象外とする理由 

  

葛城市域においては、現在のところ該当工場はありません。 

 

 

４－４ 公害防止条例 

 

環境保全に係わる法令に準拠する他、奈良県における生活環境保全条例に準拠する。 
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第４章 毎会計年度の工事費の予定額およびその予定財源 

 

５－１ 下水道事業に関する財政計画 

 

下水道事業に関する財政計画を次頁に示す。 
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５－２ 基準年次別の段階的整備計画 

 

処理分区毎の基準年次別の段階的整備計画を次頁に示す。 
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第６章 その他の書類 

  

 ６－１ 参考資料 

●下水道事業全体計画（令和１７年度末）資料 
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６－２ 幹線で特に腐食が疑われる幹線と人孔 

 

   下表の環境負荷が大きい大口工場排水の事業所からの流路にあたる幹線で、管材がヒューム  

  管になっているところは、PH 等の影響を受けコンクリートが中性化（腐食）している懸念があ

る。 

尺土、新村、忍海、脇田汚水幹線の流末人孔について管口目視調査を実施し、腐食の有無を

確認した結果、新村汚水幹線について工場排水による中性化（腐食）異常を確認したため、異

常部（腐食Ａ、Ｂは布設替済）から下流の流域接続上流人孔までの 16 箇所を今後も監視するも

のとした。また圧送管吐出口下流の腐食影響範囲（下表参照）に入る管の下流人孔である當麻

汚水幹線で、2箇所（対象人孔 4箇所の内、塩ビ人孔 2箇所を除く）、太田汚水幹線で 4箇所の

計 22 箇所を５ヵ年以内に１回の人孔内目視調査と、管口調査を行う事とした。 

   また異常が確認された区間については TV カメラ調査を実行する   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  次ページに点検した状況写真を添付する。 
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5-30尺土汚水幹線流末人孔



5-31尺土汚水幹線流末人孔



5-32尺土汚水幹線流末人孔



5-33尺土汚水幹線流末人孔

補修必要



5-34新村汚水幹線流末人孔



5-35新村汚水幹線流末人孔



5-36新村汚水幹線流末人孔

砕石？堆積



5-37新村汚水幹線流末人孔
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5-39



5-40



5-41



K3274-1

K3274-1

K3274-1

K3274-1
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K3274-1

鉄筋露出

K3274-1

鉄筋露出

K3274-1
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鉄筋露出

K3274-1

鉄筋露出

K3274-1

K3274-1
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管内堆積物

K3274-1

Ｔ-25

K3274-1

K3274-1

5-45



5-46忍海汚水幹線流末人孔



5-47忍海汚水幹線流末人孔



5-48忍海汚水幹線流末人孔



5-49忍海汚水幹線流末人孔



5-50脇田汚水幹線流末人孔



5-51脇田汚水幹線流末人孔



5-52脇田汚水幹線流末人孔



5-53脇田汚水幹線流末人孔



當麻４号汚水幹線　2箇所
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太田汚水幹線
4箇所
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新村汚水幹線
　16箇所
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新村汚水幹線
　16箇所
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令和 ４年  月  日 
 

 奈良県県土マネジメント部下水道課 様 
 

葛城市上下水道部下水道課 
 

都市計画（変更）決定について 
 
 
  本年度は、施工期間の変更と既に都市計画決定している排水区域内のみの事業地（使

用部分）の変更を行う。 
  ※旧當麻町区域 
 
 
 1）本年度、都市計画（変更）決定を行わない理由 

本年度行う予定処理区域が市街化調整区域のみなので、既に都市計画決定している排

水区域内のみの事業地を設定するためである。 
  
 

2）都市計画決定の排水区域と下水道法の予定処理区域に差がある部分について 
 
 ①平成２９年度～令和４年度作成の下水道法の予定処理区域と差が出ている部分は別

図に示す通りである。 
※旧新庄町区域 
 

②理由は都市計画法による事業地設定が出来ないためである。 
 
③市街化区域の変更、都市設備の整備、市街地開発事業などの都市計画法による都市

計画区域の変更が必要な時期（事業地設定が出来る）に添付図 赤○（□1～3）の

部分を含めて差を解消すべく都市計画（変更）を行う。 
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地区番号
拡大面積

(ha) 備　　考

1 1.34 都市計画法第３４条１４号による開発（工場） 葛城川第4処理分区（新庄）

2 0.01 農家住宅の建築 区域外流入協議済み 葛城川第3－2処理分区（新町）

3 0.06 都市計画法第３４条１４号による開発（作業用現場事務所） 区域外流入協議済み 葛城川第3－1処理分区（忍海）

小　計 1.41 追加区域

合　計 1.41

１.下水道事業認可の拡大を必要とする地区

理　　由
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別図Ａ０を袋に入れる


